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別紙２ 

 

入札参加資格の取扱いに関する例示について 

 

【入札・開札順】１番目：入札案件Ａ ２番目：入札案件Ｂ ３番目：入札案件Ｃ 

 

＜第１１項第１号の例示＞  

Ｘ社・Ｙ社・Ｚ社とも案件Ａ・案件Ｂ・案件Ｃに入札参加申込みを行い、競争参加

資格確認通知を受領しているものとする。 

（例１） 

 案件Ａ 案件Ｂ 案件Ｃ 

Ｘ社 落札 落札 入札参加資格喪失 

Ｙ社   入札参加資格あり 

Ｚ社   入札参加資格あり 

（例２） 

 案件Ａ 案件Ｂ 案件Ｃ 

Ｘ社 落札  入札参加資格あり 

Ｙ社   入札参加資格あり 

Ｚ社  落札 入札参加資格あり 

 

＜第１１項第２号の例示＞ 

 ・Ｘ社・Ｙ社・Ｚ社とも案件Ａ・案件Ｂ・案件Ｃに入札参加申込みを行い、競争参

加資格確認通知を受領しているものとする。 

・塵芥車を次の表のとおり保有しているものとする。 

・ダンプ車を保有していないものとする。 
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（例１）：Ｘ社の場合 

案件 入札前 案件Ａ 案件Ｂ 案件Ｃ 

入札参加要件 

保有車両台数 

  18 台 18 台 22 台 

入札参加要件保有

車両台数の内、塵

芥車保有要件台数 

 14 台 15 台 17 台 

入札結果/参加資格  落札 落札できず 落札 

保有車両台数取扱

い 

36 台 22 台 22 台 ― 

Ｘ社、案件Ａ(塵芥車又はダンプ車 18 台、内、塵芥車 14 台以上)の入札参加可 

能。案件Ａ落札。次入札の案件Ｂにあたり、落札した案件Ａに設定されている塵 

芥車保有要件台数 14 台を差し引き、保有台数 22 台として取扱う。案件Ｂ(塵芥 

車又はダンプ車 18 台、内、塵芥車 15 台以上)の入札参加要件を満たしており、 

入札参加。落札できず。次次入札の案件Ｃ（塵芥車又はダンプ車 22 台、内、塵 

芥車 17 台以上）の入札参加要件を満たしており、案件Ｃに参加し、落札。 

  （例２）：Ｙ社の場合 

案件 入札前 案件Ａ 案件Ｂ 案件Ｃ 

入札参加要件 

保有車両台数 

 18 台 18 台 22 台 

事業者 塵芥車保有台数 

Ｘ社 36 台 

Ｙ社 22 台 

Ｚ社 37 台 
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入札参加要件保有

車両台数の内、塵

芥車保有要件台数 

 14 台 15 台 17 台 

入札結果/参加資格  落札 案件Ｂの入札

参加資格喪失 

案件Ｃの入札

参加資格喪失 

保有車両台数取扱

い 

22 台 8 台 ― ― 

Ｙ社、案件Ａ(塵芥車又はダンプ車 18 台、内、塵芥車 14 台以上)の入札参加可 

能。案件Ａ落札。次入札の案件Ｂにあたり、落札した案件Ａに設定されている塵 

芥車保有要件台数 14 台を差し引き、保有台数 8 台として取扱う。案件Ｂ（塵芥 

車又はダンプ車 18 台、内、塵芥車 15 台以上)の入札参加要件を満たしておらず 

、案件Ｂの入札参加資格喪失。次次入札の案件Ｃ(塵芥車又はダンプ車 22 台、内 

、塵芥車 17 台以上)の入札参加要件も満たさないため、案件Ｃの入札参加資格も 

喪失。 

（例３）：Ｚ社の場合 

案件 入札前 案件Ａ 案件Ｂ 案件Ｃ 

入札参加要件 

保有車両台数 

 18 台 18 台 22 台 

入札参加要件保有

車両台数の内、塵

芥車保有要件台数 

 14 台 15 台 17 台 

入札結果/参加資格  落札できず 落札 落札 

保有車両台数取扱

い 

37 台 37 台   22 台 ― 

Ｚ社、案件Ａ(塵芥車又はダンプ車 18 台、内、塵芥車パッカー車 14 台以上)の 

入札参加可能。案件Ａ落札できず。次入札の案件Ｂ(塵芥車又はダンプ車 18 台、 

内、塵芥車 15 台以上)の入札参加要件を満たしており、案件Ｂに参加し、落札。 
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落札した案件Ｂに設定されている塵芥車保有要件台数 15 台を差し引き、保有台 

数 22 台として取扱う。案件Ｃ(塵芥車又はダンプ車 22 台、内、塵芥車 17 台以上 

)の入札参加要件を満たしており、案件Ｃに参加し、落札。 


